
婚姻費用分担，財産分与，子の監護（養育費，面会交流等）等 

 （一般的な流れを示したものです。） 

 

          相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に直接提出又は郵送 

 

          ・ 通常申立てから約２週間後までに郵便で通知がされます。 

・ 第１回期日は申立てから１か月程度先に指定されます。 

 

 

 

             

 

 

 

合意できない 

（調停不成立） 

 その他 

（※合意できたが出席できない等） 

 合意できた 

（調停成立） 

 

 

               

 

    

 

                                             

申 立 て 

調停期日通知 

第１回調停期日 

調停期日 

調停期日 

★ 審理 

●陳述聴取（審問） 

 ●調査官の調査 

合意内容が記載

された調書が作

成されます。 

審  判 

※裁判所が判断 

（※当事者へは結果を連絡） 

結果の連絡を受けてから２

週間以内であれば不服申立

てができます。 

審判の確定 

調停の回数は決まっていません。 

事案に応じて何回か調停期日を設けます。 

３～４週間 

調停に代わる審判 

※裁判所が判断 

（※当事者へは結果を連絡） 

審判手続に自動的に移行（申

立不要） 

高等裁判所へ 

不
服
申
立

な
し 

不
服
申
立

あ
り 

結果の連絡を受けて
から２週間以内であ
れば異議を述べるこ
とができます。 

異議あり 
異
議
な
し 

調停に代わる審判の確定 


